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■ 書 評

神野直彦, 金 子 勝 編 著 『地 方 に税 源 を』

(東洋経済新報社,1998年)

本書は近年の地方分権に関する議論に大 きな

論点を提示している.地 方分権論の系譜には,

公共部門の効率性の観点から主張するものと自

治の強化のための分権を主張する系譜の二つが

ある.効 率性の観点か らの代表は,斉 藤精一郎,

自治の強化の側の代表は宮本憲一であろう.斉

藤氏 らの研究グループが近年出版 した 『日本再

編計画一無税国家への道』は州府制への行政機

構の再編成で,行 政コス トが削減できるとの考

えで,行 政の無駄を削 り,支 出の削減を実現 し

ようとの提案である.地 域主権の発想で純粋公

共財だけに国の役割を限定 し,地 方政府の合併

による広域化 を通 じて公共部門全体の効率性を

高めるとの論議である.一 方の,宮 本は1960年

代の高度経済成長期に激化 した都市問題を解決

するために国から自治体へ財源の移譲を提言 し

ているが,地 方が主体的に都市問題 など地域問

題に取 り組める地方自治制度を構想するもので

ある.

本書の分権論議は,前 者の 「効率化」の分権

論 とも,ま た,宮 本の財政改革 とも異な り,生

産点 と生活点の共同体における福祉改革を通 じ

た行政機構の再編成を論 じている.グ ローバル

化の中で地方政府が現物給付の形で所得再分配

を行 うことを提案 している.そ の基本には 「効

率性」 より 「セーフテ ィネット」の構築をうた

うものであり,農 村地域も含めた分権化 を主張

する普遍性を持った提案である.さ らに,新 古

典派からの批判に強い 「耐性」をもった改革案

でもあり,提 案全体 として,実 現可能性が極め

て,高 く制度 としても理論的整理が よくなされ

た提案であると評価できる.社 会の原理 として,

「市場原理」に対 し,「ワークフェア原理」を対

置し,地 方政府の役割とその財源のあ り方への
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大胆な改革案は大変興味深いものがある.本 書

において展開されている地方への税源移譲の提

案は,単 なる地方への財源移譲ではな く,「 ワ

ークフェア原理」に基づいた公共部門の役割を

再定義するものである.効 率性の観点からより

よい社会は市場原理が社会の隅々まで行 き渡っ

た社会であると主張する新古典派の社会観 と政

策体系への有力な対抗軸 を持った対案が展開さ

れている.

以下本書の内容について若干の紹介をしてお

こう.ま ず,序 章 「地方に税源を」では,著 者

は次のように我が国のおかれている現状を分析

し,そ こから地方に税源を移譲する必要性を力

説している.

ボーダレス化が進行 したために,国 民国家の

ボーダー管理能力 は限界にきているとの認識か

ら出発 し,新 たな 「共同性」 を構築するために

は,公 共部門は地方政府を核に再編成する必要

があると考えている.社 会保障改革,地 方分権

は一体の改革 を必要とするものであると論 じて

いる.従 来,中 央政府が所得再分配機能と経済

安定化機能を担 うとされたことから,応 能原則

に基づ く所得課税 は国税に帰属 していた.地 方

政府は公共財 を供給するだけなので,応 益原則

に基づいた資産課税などが地方税として適切で

あると考えられてきた.し か し,中 央政府の所

得再分配機能に限界が生 じて くると地方政府に

社会防衛の任務 を分担させる傾向が生 じてきて

いる.地 方政府はボーダーを管理する組織では

ないので個人に割 り当て可能な 「準 私的財」

(福祉,医 療,教 育など)の 供給 を通 じて所得

再分配を行 うことになる.地 方政府は現物給付

による所得再分配を拡大 してい くことになる.

こうした社会防衛 と言う 「機能拡張」を迫られ
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ている地方に税源を確保するためには 「地方に

税源を」移譲する必要があると本書は提案する

のである.そ して,こ うした新しい地方課税原

則 を 「ワークフェア原理」と呼ぶ.ワ ークフェ

ア原理とは地域社会の共同作業や相互扶助機能

の代替を地方政府が公共サービスとして供給す

るのであれば,地 域社会の構成員は労務提供の

対価 として地方税を払えばよいと言 う課税原則

である.

第1章 「体力が低下する地方財政」では,我

が国の地方財政の危機的状況 とその原因を解明

している.地 方公共団体の債務残高の膨張,公

債費の増,経 常収支比率の上昇,積 立金の減少

などの一連の現象は,地 方財政の借金漬け状態

を表 している.我 が国の政府間財政関係は 「集

権的分散システム」 と呼ばれ,中 央か ら地方へ

の移転支出の割合が高い.財 政調整機能を持つ

地方交付税,特 定財源である国庫支出金は国の

政策が地方に強く関与するシステムを形成 して

いる.地 方交付税にしても地方の独 自の計画に

基づ く財政需要の計測ではなく国の基準に基づ

いた財政需要の計測であ り,地 方の行う施策の

枠をはめることになる.地 方団体の収入不足は,

地方債の増額,「 交付税特会借入」による交付

税額の確保によって維持されてきた.将 来の交

付税の前借 りの性格を持つ交付税特会借入措置

により,単 年度の地方財政赤字を 「隠す」 こと

になった.

バブル崩壊後,景 気対策のために地方単独事

業が要請され,そ れを支える財政措置をとった.

起債による財源調達は,地 方に多額の借金を残

した.こ れからは地域の住民が費用負担 を認識

した上で,地 域 にとって本当に必要な事業を実

施 していくシステムの構築が望 まれる.地 方政

府が,イ ンフラ整備か ら対人サービスに重点を

置いた公共サービスを行 うようになると集権的

分散システムは非効率になる.そ こで,歳 出統

制ではな く国と地方の役割の見直しが求められ

ている.

第2章 「一般財源主義の限界と新たな一般財

源主義の課題」では,一 般財源 とされている地

方交付税制度の問題点 と改革の方向性を検討 し

ている.一 般財源主義の問題点を指摘 している

が,こ の視点は地方財政分析の視角 として面白

い点を持っている.

国庫支出金,地 方交付税などの政府間財源移

転の役割は,ナ ショナル ミニマムを実現するた

めの財源保障,地 方政府間の財政力格差の是正

である.し かしながら,現 実の地方交付税は地

方債 とのセットで,国 庫支出金 とともに国の公

共投資政策に組み込まれ,社 会資本整備,景 気

対策に利用された.地 方財政を動員して国全体

での公共事業量を確保 し,国 の財政再建路線 と

内需拡大の両立を進めてきたのである.地 方交

付税は,公 共投資へ誘導される構造を持ってい

ることを指摘 している.本 書の著者は,現 在に

おいては,ナ ショナルミニマムはかなり整備さ

れてきていると認識 してお り,そ うした認識の

上に立ち,政 府間の財源移転の役割は低下 して

いると考えている.ナ ショナルミニマム確保の

点から地方交付税の必要性が低下 した上に一般

財源 と言いなが ら制度的に公共投資を促進する

財政構造となっているのだ.地 域の特性に応 じ

た多様なニーズに対応 した公共サービスの展開

を保証するには,使 途が自由な一般財源の確保

が重要になってきているとの現状認識から,本

書は,一 般財源主義から一般税源主義を主張す

る.可 能な限り一般税源を確保 し,残 りを財政

調整(交 付税)に よって補う一般税源主義を必

要とするのは,「 受益者負担の原則」では地域

社会における共同作業というサービスの性格と

相容れない面があるからである.一 般税源主義

に基づ く地方税改革は,社 会保障改革 ・地方分

権改革 と不可分の関係にあることが論 じられて

いる.

第3章 「どのような新地方税が必要か」では,

まず最初に新古典派の地方分権論の理論的検討

を行っている.新 古典派の地方課税原則は,応

益原則 と課税標準の非移動性が必要 との考えか

ら,サ ービスの受益 と負担がズ レない資産課

税 ・人頭税などが望ましい とされている.次 ぎ

に,新 古典派理論に基づいて展開された英米の
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地方分権化政策の結果,地 方自治体の政策選択

の余地を著しく制限する結果になったことを明

らかにしている.一 方、本書は地方自治体の政

策選択の 自由度を確保する地方分権化 のため

に,ワ ークフェア原理に基づいた所得比例税の

提案を行っている.こ の提案は,比 例所得税を

選択することにより,応 益的課税にな り,更 に,

課税標準の非移動性もある程度充足できること

から新古典派の課税原則を乱す度合いも少なく

なっている.

第4章 「分権化時代の税制改革ビジョン」で

は,「 地方に税源を」移譲する改革 によって国

と地方の財政関係がどの様に変動するのかにつ

いてシュミレーションを行い,具 体的な改革プ

ランを練っている.

本書の税源移譲シュミレーションによると所

得税の比例分 を地方に移譲することにより,従

来の国 ・地方の税収比率7:3の3割 自治の状

態から大幅に改善されるものの地方の支出責任

からみると依然としてアンバランスな国への税

の偏 りが残るとされる.地 方交付税の役割は縮

小するが,そ の役割を一定程度残 さざるをえな

いとの結論に達する.所 得税の基礎税率の地方

への移譲 した結果,基 礎税率部分は地域 に遍在

することなく課税ベースが広 く分布 しているた

めに,税 収の地域格差を是正 し,地 方に独自財

源をもたらすことがで きることが明らかにされ

た.

それでは,本 書の 「地方に税源を」移譲する

戦略は,地 方分権戦略のなかでどのように位置

づけられるのであろうか.地 方分権戦略には,

二つの戦略がある.一 つは,「 事務権限移譲」

戦略であ り,事 務量の増加に伴い,税 源の移譲

が必要になる.も う一つの戦略は,国 の地方へ

の 「関与縮小 ・廃止」戦略である.こ の戦略は

地方の事務量が増 えないために財源を増やす必

要性が低い.地 方分権推進委員会は明示的では

ないが,「 関与縮小 ・廃止」戦略を重視 してき

た.し かし,財 源保障なき事務増加 を勧告 した

のかと言えばそういう訳で もなく,事 務権限の

移譲とともに一般財源の確保をしなければなら

ないこ とを勧告 してい る.勧 告は税源移譲を

「中長期的」な課題 としているが,本 書の提案

はその課題に答えるものである.分 権改革には,

事務 と税源の何れの改革を優先するかという問

題 もあ り,分 権推進委員会の勧告は 「事務」優

先の勧告であ り,本 書の提案は財源改革優先の

「シャウプ勧告」の採った戦略を採用 した提案

になっている.

時代の閉塞状況は,市 場領域の拡大 によって

解決せず,ワ ークフェア原理に基づ く,新 たな

共同性の構築によって新 しい 「協力」のネッ ト

ワークを確立する分権改革こそが求められてい

る解決策であるとしている.

最後に,本 書は福祉 ・社会保障から公共部門

の再編成 を論 じることによって,地 方分権の実

質化への具体的なプロセスを提示することに成

功 している.新 古典派の地方財政分析の中には,

「地方圏への社会資本整備 では地域経済の成長

は見込めず,む しろ,法 人税減税,具 体的には

県税である法人事業税の減税によって,社 会資

本よりも生産性の高い民間資本の蓄積 を促進す

る政策」を提言するものなどが見受けられるが,

「地方政府の財源確保」に関す る議論が欠落 し

ている.こ うした財源論の欠落は,実 は 「自治」

の欠落であることを本書は示 しているとも言え

る.本 書で展開された 「ワークフェア原理」に

基づいた比例所得税の提案は,分 権化 された地

方自治体が,自 治に基づいた社会のセイフティ

ーネットの再構築を進める上で重要な財政的な

基礎を与 える提案である.こ うした提案は,市

場で取 り引きされる 「労働」と介護や育児労働

など家族内での 「労働」 を代替的なものと捉 え

る 「ワークフェア原理」の考え方に基づいてお

り,財 政社会学的な考えが色濃 く反映 されてい

る。財政社会学的な方法論が,新 古典派に基礎

をお く財政論への対抗軸 を提示しうる可能性 を

示 したものとして高 く評価できると言える.た

だ し,本 書は地方財源論を背景に持った地方分

権論を展開しているわけだが,残 された課題 と

しては,こ の改革が住民 自治の再生とうまく結

びつ くことができるのか,「 セーフティネット」

―65―



財政学研 究 第24号

の構築で自立的で持続的な地域経済の形成が可

能であるのかと言った課題が挙げられる.本 書

の構想は,比 例所得税 とセーフティーネッ トの

構築 を中心 とした地方財政改革の後,「 予定調

和」的に地域の経済問題が解決するように考え

ているようであるが,果 たしてそのように容易

に地方経済の安定化が図れるものであろうか?

本書の改革案が 「自治の強化」を表看板に財政

力の弱い地方を切 り捨てる改革に 「転用」 され

ないためにも,住 民参加 を進め,内 発的で安定

した地域経済づ くりを可能にする地方財政論の

構築が,本 書の意義を発展させ,欠 落部分を補

うためにも急がれているように思われる.
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